
新旧対照表 

現 行 改 定 

〇工事書類作成の手引き 

 

（改定履歴） 

平成 27 年 7 月 一部改定 

平成 28 年 3 月 一部改定 

平成 28 年 6 月 一部改定 

平成 29 年 3 月 一部改定 

平成 30 年 10 月 一部改定 

令和 3 年 4 月 一部改定 

令和 4年 12 月 一部改定 

令和 5年 10 月 一部改定 

令和 6年 4 月 一部改定 

令和 7年 2 月 一部改定 
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【参考資料】 

 

１．施工計画書の作成例（通常工事：契約金額 250 万円以上） 

 

２．施工計画書の作成例（小規模工事：契約金額 250 万円未満） 

〇工事書類作成の手引き 
 
（改定履歴） 
平成 27 年 7 月 一部改定 
平成 28 年 3 月 一部改定 
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令和 7 年 10 月 一部改定 
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【参考資料】 
 
１．施工計画書の作成例（通常工事：契約金額 400 万円以上） 
 
２．施工計画書の作成例（小規模工事：契約金額 400 万円未満） 



新旧対照表 

現 行 改 定 

 

３－２ 監督員の役割の再確認 

総括監督員、主任監督員は、その役割に応じて書類の処理を行う。 

〈各監督員の役割を示す要領等〉 

県土整備部土木請負工事監督要領、工事現場における施工体制確認要領、 

土木部土木請負工事成績評定の実施要領 

 

６．着手前に必要となる書類 

６－４ 施工計画【共通仕様書 第１編 1-1-1-46】 

（２）小規模工事（契約金額 250 万円未満の工事）における記載項目・内容等 

小規模工事における記載項目・内容については、下表のとおり簡素化＊を図る。 

* 詳細は、巻末の「施工計画書の記載例（小規模工事：契約金額 250 万円未

満）」を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３－２ 監督員の役割の再確認 
総括監督員、主任監督員は、その役割に応じて書類の処理を行う。 
〈各監督員の役割を示す要領等〉 
土木部土木請負工事監督要領、工事現場における施工体制確認要領、 
土木部土木請負工事成績評定の実施要領 
 
６．着手前に必要となる書類 
６－４ 施工計画【共通仕様書 第１編 1-1-1-46】 
（２）小規模工事（契約金額４００万円未満の工事）における記載項目・内容

等 
小規模工事における記載項目・内容については、下表のとおり簡素化＊を図る。 
* 詳細は、巻末の「施工計画書の記載例（小規模工事：契約金額 400 万円未満）」

を参照 
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現 行 改 定 

 

６－６ 使用材料確認願【共通仕様書 第２編 第１章 第２節、 必携様式 29-

1、29-2】 

（１）品質を証明する資料 

①JIS 等認証製品（以下の２種類の製品） 

〈ＪＩＳ認証製品〉 

・国に登録された認証機関が、製造工場の品質管理体制を確認したうえで、

JIS(日本工産業規格)に定められた製品種別毎の寸法や品質、性能、安全性を

満たしていると認めた製品。 

 

８．工事完成検査時に必要となる書類【契約書、共通仕様書第３編 3-1-1-7】 

*2 再資源化等報告書 

建設リサイクル法 第 18 条第１項により受注者からの提出が必要な書類であ

り、「建設副産物実態調査」においても必要となることから、再生資源利用実

施と併せ紙ベースでの提出が必要である。なお、本書類は、建設副産物情報交

換システム（COBRIS）により作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－６ 使用材料確認願【共通仕様書 第２編 第１章 第２節、 必携様式 29-

1、29-2】 

（１）品質を証明する資料 

①JIS 等認証製品（以下の２種類の製品） 

〈ＪＩＳ認証製品〉 

・国に登録された認証機関が、製造工場の品質管理体制を確認したうえで、

JIS(日本産業規格)に定められた製品種別毎の寸法や品質、性能、安全性を満た

していると認めた製品。 

 

８．工事完成検査時に必要となる書類【契約書、共通仕様書第３編 3-1-1-87】 

*2 再資源化等報告書 

建設リサイクル法 第 18 条第１項により受注者からの提出が必要な書類であ

り、「建設副産物実態調査」においても必要となることから、再生資源利用実施

と併せ紙ベースでの提出が必要である。なお、本書類は、コブリスプラスによ

り作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表 

現 行 改 定 

９．電子検査について（案） 

９－２ 電子検査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９－3 検査準備 

（１）工事書類の準備 

①電子データ 

事前協議において、検査時の対応を「電子データ」とした工事書類は、検査

用の電子データを準備し、検査用パソコンに保存する。 

 

②紙媒体 

事前協議において、検査時の対応を「紙媒体」とした工事書類は、紙媒体に

て検査会場に準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

９．電子検査について（案） 

９－２ 電子検査の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９－3 検査準備 
（１）工事書類の準備 
①電子データ 

事前協議において、検査時の対応を「電子データ」とした工事書類は、検査

用の電子データを準備し、共有フォルダなど、検査官もアクセス可能な共有フ

ォルダに保存する。 
②紙媒体 

事前協議において、検査時の対応を「紙媒体」とした工事書類は、紙媒体に

て検査会場に準備する。 
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現 行 改 定 
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新旧対照表 

現 行 改 定 

（２）検査機器の準備 

①パソコン 

電子検査に必要なパソコン及び保存するデータは、下表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 電子施工管理システムのファイルダウンローダー機能を活用した場合 

※２ 工事写真データは、データ容量が膨大となるため、原則、受注者操作用  

のみに保存することとし、円滑に表示できるよう、適宜、ビューワーソフト等

を活用する 

②ディスプレイ 

検査用パソコンの画面を表示するディスプレイは、原則として発注者が準備

することとし、検査官用と受注者用の 2台を準備する。なお、プロジェクタ・

スクリーンでの対応も可とする。その場合は、書類の視認性が確保できる解像

度と照明を落とさずに投影スクリーンを確認できる性能が必要となる。 

③検査会場の準備 

電子検査における検査会場レイアウト（案）は、下図のとおりとする。また、

受注者は、機器やシステム操作に慣れた操作補助員を配置するなど円滑な電子

検査に務める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）検査機器の準備 
①パソコン 

電子検査に必要なパソコン及び保存するデータは、下表のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 電子施工管理システムのファイルダウンローダー機能を活用した場合 
※２ 工事写真データは、データ容量が膨大となるため、原則、受注者操作用  

のみに保存することとし、円滑に表示できるよう、適宜、ビューワーソフト等

を活用し、ツリー形式で表示する 
②ディスプレイ 

検査用パソコンの画面を表示するディスプレイは、検査官用と受注者用の計

2 台を推奨する。準備者は協議によって決定することとする。なお、プロジェ

クタ・スクリーンでの対応も可とする。その場合は、書類の視認性が確保でき

る解像度と照明を落とさずに投影スクリーンを確認できる性能が必要となる。 
③検査会場の準備 

電子検査における検査会場レイアウト（案）は、下図のとおりとするが工事

検査内容によって柔軟に対応することとし、検査会場の設営に受発注者共に負

担が少なくなるよう努めること。また、受注者は、機器やシステム操作に慣れ

た操作補助員を配置するなど円滑な電子検査に務める。 
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検査会場レイアウト（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検査会場レイアウト（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新旧対照表 

現 行 改 定 
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９－４ スムーズな検査に向けて 
（１）試行により出た課題 

①検査員指定のデータ表示に時間を要した 
②機器の準備や会場設営に手間と時間を要する 
③電子と紙による二重提出（納品）になっている 

 
（２）スムーズな検査を行うためのポイント 
・検査用電子データを共有フォルダなどに保存 
・ファイルダウンローダー機能により書類目録データを作成 
・検査用電子データ(施工計画書等)にはしおりや目次機能等を設定 
・事前チェックシートで「電子」、「紙」を区分し明瞭化 
・検査全般に渡り確認を行う施工計画書等は紙資料の方が効率的な場合もある 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子検査の進め方 
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施工計画書の作成例 

（通常工事：契約金額 250 万円以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工計画書の作成例 
（通常工事：契約金額４００万円以上） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新旧対照表 

現 行 改 定 
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１５．その他 
 一時仮置きについて（盛土規制法関連） 
 【記載すべき内容】 
  ・工事で発生する土砂の一時仮置きを行う場合は、仮置き場の場所、管理 

者、管理方法、管理体制等について記載する。 
※工事の現場又はその付近において土砂を一時仮置きする場合は施工計画書 
等への記載が必要 

 
<参考> 公共工事における土砂の堆積 
技企第 1649 号 令和７年２月２８日「盛土規制法の規制対象工事について」通

知文より抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


